
 

 第１ 概 要                 

１ 目 的 

 

当センターは、障害者に対するリハビリテーション活動の県域の中核施設として、相談・判定から医療・

職業訓練・社会復帰までの総合的なリハビリテーションを実施するとともに、リハビリテーションの技術向

上を図るための研究・研修事業を実施し、障害者の福祉向上を目指しています。 
 

２ 設置・運営 
 

埼玉県 

 

３ センターの理念 
 

私たちは、利用者の皆様が、その人らしい自立した生活ができるよう、良質で信頼される医療・福祉の提 

供に努めます。 

 

(1) 診療部の理念 

私たちは、患者様ができる限り健康を回復し、より自立した生活が送れるよう、説明と同意に基づいて、

安全な医療の提供に努めます。 

 

(2) リハビリテーション部の理念 

私たちは、患者様にとって、最も必要なことは何かを、ご本人およびご家族とともに考え、地域におい

て少しでも生活しやすいように良質なリハビリテーションの提供に努めます。 

 

(3) 看護部の理念 

患者様とともにリハビリテーションのゴール（目標）を目指し、できるかぎりの自立を支援し、安全で

質の高い看護を提供します。 

 

 

４ センターの基本方針 
 

私たちは、埼玉県総合リハビリテーションセンターの理念を踏まえ、次の基本方針のもとに職員一人ひと

りが真心をもって、最適なサービスを提供していきます。 

 

(1) リハビリテーションの県内の中心施設として、更生相談から医療、職能訓練、社会復帰までの総合的な

リハビリテーションを実施します。 

 

(2) 医療機関、福祉施設などの関係機関と連携を図り、地域におけるリハビリテーションを積極的に支援し

ます。 

 

(3) 利用者の権利を尊重し、常に療養や訓練などの環境整備に努め、利用者の立場に立った医療・福祉サー

ビスを提供します。 

 

(4) 病院部門は、専門のスタッフによるチーム医療により、回復期を中心に最適なリハビリテーションを実

施し、全ての患者様に対して質の高い医療を提供します。 

 

(5) 福祉部門は、利用者一人ひとりの個性と可能性を大切にし、障害のある人の自立と社会参加を支援する

ため最適な相談・訓練と潤いのある生活環境を提供します。 
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５ 沿 革 
 

昭和 57 年３月 

障害者リハビリテーションセンター開所 

身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、身体障害者更生施設（80 名）、医科診療所（19 床）

歯科診療所で発足 

（診療科目：内科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科） 

 

昭和 59 年 10 月 

身体障害者更生相談所、後保護所指導所を統合 

肢体不自由者更生施設（30 名）、内部障害者更生施設（30 名）開所 

 

平成３年 10 月 

新病棟建設工事着工 

 

平成５年 10 月 

新病棟完成 

 

平成６年３月 

リハビリテーション病院（79 床）暫定開所 

（診療科目：整形外科、理学療法科、内科、精神科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科） 

埼玉県総合リハビリテーションセンターに名称変更 

 

平成６年７月 

リハビリテーション病院（120 床）全床開所 

更生施設部門の定員増（140 名から 150 名） 

重度身体障害者更生援護施設（70 名）、肢体不自由者更生施設、内部障害者更生施設（60 名） 

視覚障害者更生施設（20 名） 

 

平成 10 年７月 

麻酔科を標榜 計 9 診療科となる 

 

平成 12 年９月 

県リハビリテーションセンター支援センター（地域リハビリテーション都道府県支援センター）に指定

される 

 

平成 15 年２月 

診療科目の変更 麻酔科廃止 計 8診療科となる 

 

平成 15 年４月 

更生施設部門の再編 

重度身体障害者更生援護施設と肢体不自由者更生施設を統合、内部障害者更生施設を廃止 

肢体不自由者更生施設（入所 80 名）、視覚障害者更生施設（入所 10名） 

厚生労働省認定健康増進施設を開設 

 

平成 19 年４月 

社会復帰・訓練支援部門（障害者社会復帰・訓練支援センター）の設置 

障害者福祉施設の転換支援機能 

障害者支援施設 

自立訓練（機能訓練）（50 名）、自立訓練（生活訓練）（10 名）、就労移行支援（50 名）、施設入所

支援（90 名） 
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平成 20 年４月 

診療科目の変更 内科から神経内科へ変更 

 

平成 21 年３月 

診療科目の変更 精神科から神経・精神科へ変更 

 

平成 21 年５月 

診療科目 循環器内科、麻酔科を標榜 計 10 診療科となる 

 

平成 22 年４月 

セカンドオピニオンの受付を開始 

 

平成 22 年 10 月 

障害者支援施設 

自立訓練（機能訓練）（40名）、自立訓練（生活訓練）（20 名）、就労移行支援（50 名）、 

施設入所支援（90 名） 

 

平成 23 年４月 

高次脳機能障害者支援センターの設置 

 

平成 27 年４月 

脳神経外科を標榜 計 11 診療科となる 

 

平成 30 年４月 

障害者支援施設 

自立訓練（機能訓練）（40名）、自立訓練（生活訓練）（20 名）、就労移行支援（30 名）、 

施設入所支援（90 名） 

 

平成 30 年 11 月 

就労定着支援のサービス提供を開始 

 

平成 31 年４月 

診療科目の変更 神経内科から脳神経内科へ変更 

 

令和３年４月 

診療科目の変更 眼科、耳鼻咽喉科廃止 計 9 診療科となる 

 

令和４年６月 

神経難病センター、若年者リハビリセンター、障害者医療センターの設置 

 

６ 施設内容 
 

(1) 相談・判定部門 

身体障害者更生相談  知的障害者更生相談  身体障害者手帳・療育手帳の交付 

 

(2) 医療部門 

リハビリテーション病院（120 床） 

診療科目 脳神経内科 整形外科 リハビリテーション科 脳神経外科 神経・精神科 泌尿器科 

循環器内科 麻酔科 歯科 

 

(3) 社会復帰・訓練支援部門 

障害者支援施設 自立訓練（機能訓練）（40 名） 自立訓練（生活訓練）（20 名） 

就労移行支援（30 名） 施設入所支援（90 名）、短期入所（２名） 

就労定着支援 

就労移行支援事業所等に対する事業所支援機能 

 

５ 沿 革 
 

昭和 57 年３月 

障害者リハビリテーションセンター開所 

身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、身体障害者更生施設（80 名）、医科診療所（19 床）
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（診療科目：内科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科） 
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新病棟建設工事着工 

 

平成５年 10 月 
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(4) 健康増進部門 

運動型健康増進施設（厚生労働大臣認定健康増進施設） 

 

(5) 関連部門 

補装具製作施設（第二種社会福祉事業） 
リハビリテーションに関する専門研修 

 

(6) 高次脳機能障害者支援センター 
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７ 施設規模 

 

(1) 敷地面積 

  40,713.24 ㎡ 

 

(2) 敷地配置図 

 

     
 

 

 

(3) 建物面積 

 延 32,806.32 ㎡ 

      Ａ棟          地上５階、地下１階    9,493.73 ㎡ 

       Ｂ棟          地上３階               4,079.69 ㎡ 

       Ｃ棟          地上１階、地下１階     2,600.13 ㎡ 

       Ｄ棟          地上２階、地下１階     2,305.12 ㎡ 

       Ｅ棟          地上２階               1,463.48 ㎡ 

       Ｆ棟          地上５階、地下１階    10,536.05 ㎡ 

    スロープ棟  地上５階、地下１階   1,549.86 ㎡ 

       ＲＩ棟    地上１階         180.00 ㎡ 

       その他（車庫等）                       598.26 ㎡ 

 

 

(4) 健康増進部門 

運動型健康増進施設（厚生労働大臣認定健康増進施設） 

 

(5) 関連部門 

補装具製作施設（第二種社会福祉事業） 
リハビリテーションに関する専門研修 

 

(6) 高次脳機能障害者支援センター 
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(4) 建物内配置図 

 

 Ａ棟 Ｂ棟 Ｃ棟 Ｄ棟 Ｅ棟 Ｆ棟 ＲＩ棟 

ＲＦ 

 

       

５Ｆ 障害者支援 

施設（居室） 

    病室  

４Ｆ 障害者支援 

施設（居室） 

    病室  

３Ｆ 障害者支援 

施設（居室） 

相談室 

リハビリテーシ

ョン部スタッフ

ルーム 

会議室 

   病室  

２Ｆ 障害者支援 

施設（居室） 

センター長室 

管理・業務部事

務室 

会議室 

相談部事務室 

身体障害者更生

相談所 

知的障害者更生

相談所 

 障害者支援施設 手術室 

部長室 

医局 

 

 

１Ｆ 総合受付 

理学療法室 

作業療法室 

歯科診療室 

言語聴覚療 

法室 

各診察室 

医療相談室 

地域連携・入退

院支援室 

高次脳機能障害

者支援センター 

体育館 障害者支援施設 薬局 

各検査室 

栄養相談室 

相談室 

厨房 

受付 

操作室 

汚染検査室 

体外計測室 

排水処理室 

Ｂ１Ｆ 食堂 

売店 

理容室 

厨房 

機械室 

 プール   機械室  

－ 6 －



 

８ センターの組織 
 
 

 

273 272 20 19

68 20

42

34

183 183

7

60

81

医療安全管理幹 1 医療安全管理幹付 （兼） （手術室担当（看護師５）が兼務）

外 来 担 当 9 （看護師９）＋会計３

中央材料室担当 （兼） （手術室担当（看護師１）が兼務）

第 三 病 棟 担 当 16 （看護師１５、看護助手１）＋会計６

手 術 室 担 当 5 （看護師５）＋会計１

看護部長 1 第 一 病 棟 担 当 24 （看護師２４）＋会計７

第 二 病 棟 担 当 25 （看護師２４、看護助手１）＋会計６

副部長 1

言 語 聴 覚 科 10 （言語聴覚士１０）＋会計１

リハビリテーション部長 1 理 学 療 法 科 27 （理学療法士２７）＋会計５

作 業 療 法 科 22 （作業療法士２２）＋会計２

栄 養 科 2 （栄養士２）

歯科診療部長 1 歯 科 診 療 科 6 （歯科医師２、歯科衛生士３＋再任用１）＋会計２

放 射 線 科 3 （診療放射線技師３）＋会計１

臨 床 心 理 科 2 （臨床心理士２）＋会計３

薬 剤 科 4 （薬剤師４）＋会計２

検 査 科 3 （臨床検査技師３）＋会計１

11 （医師１１）

センター長が兼務 センター長が兼務 医 療 相 談 科 8 （医療社会事業職６、看護師２）

健 康 増 進 担 当 5 （体育指導員５）＋会計２

病院長 0(1) 医療局長 0(1) 診療部長 1 医 科 診 療 科

健 康 支 援 担 当 2 （看護師２）

栄 養 担 当 1 （栄養士１）＋会計１

自 立 訓 練 担 当 12 （歩行訓練士５、ＯＴ４＋再任用１、ＰＴ２）

就労移行支援担当 6 （職業指導員４＋再任用２）＋会計７

支援部長 1 サービス調整担当 6
（ケースワーカー２、保健師１、社会復帰支
援員３）＋会計２

生 活 支 援 担 当 14 （生活支援員１４）＋会計１４

（ケースワーカー５、福祉工学職１、義肢装
具士１）＋会計２

知的障害・心理判定担当 7
（ケースワーカー３、心理判定員４）＋会計
２

障 害 認 定 担 当 5 （事務５）＋会計１

福祉局長 1 相談部長 1 身 体 障 害 担 当 7

医 事 担 当 4 （事務４）＋会計２

管 財 ・ 用 度 担 当 4 （事務２、電気１（再任用）、機械１）

1 総 務 担 当 5 （事務５）＋会計２

職 員 ・ 企 画 担 当 5 （事務５）＋会計１

令和６年度　埼玉県総合リハビリテーションセンター組織図

令和６年４月１日現在

定数２７３人（２６８人＋再任用５人）　会計年度任用職員７６人

センター長 1 副センター長 1 事務局長 1 管理・業務部長

 

(4) 建物内配置図 
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受付 

操作室 

汚染検査室 

体外計測室 

排水処理室 

Ｂ１Ｆ 食堂 

売店 

理容室 

厨房 

機械室 

 プール   機械室  

－ 7 －



９ 予算・決算 

 

(1) 令和５年度決算額 

 ア 一般会計                                     （千円） 

歳 

 

入 

項 目 決算額 

歳 

 

出 

項 目 決算額 

国庫支出金 3,024 自立支援施設費 241,147 

使用料・手数料 63,710 

高次脳機能障害者を

社会全体で支えるシ

ステムの構築事業 

11,155 

財産収入 9,507 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

相談費 
21,169 

諸収入 1,122 
総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

更正相談所費 
18,239 

一般財源 214,347   

合 計 291,710 合 計 291,710 

 

  

  

－ 8 －



イ 病院事業会計 

 (ア) 予算・決算 

    令和５年度の収益的収入・支出における収入は、予算額 100 に対し 85.7、支出は予算額 100 に対し

84.1 の執行だった。資本的収入・支出における収入は、予算額 100 に対し 96.2、支出は予算額 100 に

対し 96.1 の執行だった。 

 

  

     

  

[収入] （単位：円）

区　　　分 予算額　 決算額　 予算額に比べ決算額の増減

病 院 事 業 収 益 3,963,149,000 3,396,270,914 △ 566,878,086

医業収益 1,832,746,000 1,738,257,029 △ 94,488,971

医業外収益 2,130,403,000 1,645,553,317 △ 484,849,683

特別利益 0 12,460,568 12,460,568

[支出] （単位：円）

区　　　分 予算額　 決算額　 不用額　

病 院 事 業 費 用 3,963,149,000 3,333,605,511 629,543,489

医業費用 3,918,272,000 3,313,698,519 604,573,481

医業外費用 39,877,000 19,906,992 19,970,008

予備費 5,000,000 0 5,000,000

[収入] （単位：円）

区　　　分 予算額　 決算額　 予算額に比べ決算額の増減

資　本　的　収　入 689,886,000 663,359,000 △ 26,527,000

企業債 349,000,000 323,000,000 △ 26,000,000

他会計負担金 340,886,000 340,359,000 △ 527,000

[支出] （単位：円）

区　　　分 予算額　 決算額　 不用額　

資　本　的　支　出 707,362,000 679,704,206 27,657,794

建設改良費 352,524,000 326,866,936 25,657,064

企業債償還金 354,838,000 352,837,270 2,000,730

 

  収収益益的的収収入入及及びび支支出出

資資本本的的収収入入及及びび支支出出

９ 予算・決算 

 

(1) 令和５年度決算額 

 ア 一般会計                                     （千円） 

歳 

 

入 

項 目 決算額 

歳 

 

出 

項 目 決算額 

国庫支出金 3,024 自立支援施設費 241,147 

使用料・手数料 63,710 

高次脳機能障害者を

社会全体で支えるシ

ステムの構築事業 

11,155 

財産収入 9,507 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

相談費 
21,169 

諸収入 1,122 
総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

更正相談所費 
18,239 

一般財源 214,347   

合 計 291,710 合 計 291,710 

 

  

  

－ 9 －



 

 

  

　　（（イイ））　　比比較較損損益益計計算算書書 （単位：円・％）

金　　額　 構成比 金　　額　 構成比 増減額　 比率

円 ％ 円 ％ 円 ％

１ 医  業  収  益 1,735,945,569 51.2 1,880,360,752 45.5 △ 144,415,183 92.3%

（１） 入院収益 1,319,421,802 38.9 1,440,133,627 34.8 △ 120,711,825 91.6%

（２） 外来収益 188,105,448 5.5 190,355,552 4.6 △ 2,250,104 98.8%

（３） その他医業収益 228,418,319 6.7 249,871,573 6.0 △ 21,453,254 91.4%

２ 医 業 外 収 益 1,645,011,157 48.5 2,245,404,494 54.3 △ 600,393,337 73.3%

（１） 受取利息配当金 85,870 0.0 40,330 0.0 45,540 212.9%

（２） 他会計補助金 9,600,000 0.3 5,400,000 0.1 4,200,000 177.8%

（３） 補助金 57,911,000 1.7 513,736,000 12.4 △ 455,825,000 11.3%

（４） 負担金交付金 1,274,022,932 37.5 1,387,155,647 33.6 △ 113,132,715 91.8%

（５） 長期前受金戻入 296,074,360 8.7 331,460,974 8.0 △ 35,386,614 89.3%

（６） その他医業外収益 7,316,995 0.2 7,611,543 0.2 △ 294,548 96.1%

３ 特別利益 12,460,568 0.4 7,508,965 0.2 4,951,603 165.9%

（１） その他特別利益 12,460,568 0.4 7,508,965 0.2 4,951,603 165.9%

収　　益　　合　　計 3,393,417,294 100.0 4,133,274,211 100.0 △ 739,856,917 82.1%

１ 医  業  費  用 3,213,130,741 96.5 3,348,501,952 96.2 △ 135,371,211 96.0%

（１） 給与費 1,850,949,779 55.6 1,884,562,942 54.1 △ 33,613,163 98.2%

（２） 材料費 230,931,722 6.9 265,354,337 7.6 △ 34,422,615 87.0%

（３） 経費 799,944,096 24.0 830,050,177 23.8 △ 30,106,081 96.4%

（４） 減価償却費 316,730,078 9.5 355,603,539 10.2 △ 38,873,461 89.1%

（５） 資産減耗費 2,604,791 0.1 2,331,605 0.1 273,186 111.7%

（６） 研究研修費 11,970,275 0.4 10,599,352 0.3 1,370,923 112.9%

２ 医 業 外 費 用 117,593,917 3.5 133,265,041 3.8 △ 15,671,124 88.2%

（１） 支払利息及び企業債取扱諸費 16,755,046 0.5 26,171,085 0.8 △ 9,416,039 64.0%

（２） 長期前払消費税勘定償却 1,288,046 0.0 694,398 0.0 593,648 185.5%

（３） 雑損失 99,550,825 3.0 106,399,558 3.1 △ 6,848,733 93.6%

３ 特 別 損 失 0 0.0 0 0.0 0 0.0%

（１） その他特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0%

費　　用　　合　　計 3,330,724,658 100.0 3,481,766,993 100.0 △ 151,042,335 95.7%

当  年  度  純  利　益 62,692,636 － 651,507,218 － △ 588,814,582 9.6%

前年度繰越利益剰余金 1,687,206,856 － 1,035,699,638 － 651,507,218 162.9%

当年度未処分利益剰余金 1,749,899,492 － 1,687,206,856 － 62,692,636 103.7%

（注）　構成比の内訳は、少数点以下第２位を四捨五入したものである。

　区　　　　　分　
令和５年度 令和４年度 前年度対比

－ 10 －



 
  

  

　　（（ウウ））　　比比較較貸貸借借対対照照表表 （単位：円・％）

比率

円 ％ 円 ％ 円 ％

１　固　定　資　産  2,914,163,523  43.4  2,904,717,496  44.0 9,446,027 100.3%

（１）有形固定資産  2,680,001,538  39.9  2,854,135,737  43.3 △ 174,134,199 93.9%

イ　土地  430,599,876  6.4  430,599,876  6.5 0 100.0%

ロ　建物  1,945,047,840  29.0  2,198,647,073  33.3 △ 253,599,233 88.5%

ハ　構築物  10,681,418  0.2  13,376,265  0.2 △ 2,694,847 79.9%

ニ　器械備品  293,620,387  4.4  211,255,739  3.2 82,364,648 139.0%

ホ　車両  52,017  0.0  256,784  0.0 △ 204,767 20.3%

（２）無形固定資産  193,559,800  2.9  37,701,300  0.6 155,858,500 513.4%

イ　電話加入権  61,500  0.0  61,500  0.0 0 100.0%

ロ　ソフトウェア  193,498,300  2.9  6,069,800  0.1 187,428,500 3187.9%

ハ　ソフトウェア仮勘定 0  0.0  31,570,000  0.5 △ 31,570,000 皆減

（３）投資その他の資産  40,602,185  0.6  12,880,459  0.2 27,721,726 315.2%

イ　長期前払消費税  40,602,185  0.6  12,880,459  0.2 27,721,726 315.2%

２　流　動　資　産  3,803,863,752  56.6  3,692,279,812  56.0 111,583,940 103.0%

（１）現  金  預  金  3,475,084,738  51.7  3,068,346,564  46.5 406,738,174 113.3%

（２）未    収    金  322,065,203  4.8  616,490,065  9.3 △ 294,424,862 52.2%

　　 貸 倒 引 当 金  △ 2,356,899  0.0  △ 3,257,262  0.0 900,363 72.4%

（３）貯    蔵    品  9,070,710  0.1  10,700,445  0.2 △ 1,629,735 84.8%

資　　　産　　　合　　　計　  6,718,027,275  100.0  6,596,997,308  100.0 121,029,967 101.8%

３　固　定　負　債  2,344,208,490  34.9  2,208,073,279  33.5 136,135,211 106.2%

 1,372,769,656  20.4  1,261,221,287  19.1 111,548,369 108.8%

 1,372,769,656  20.4  1,261,221,287  19.1 111,548,369 108.8%

（２）引　　当　　金  971,438,834  14.5  946,851,992  14.4 24,586,842 102.6%

イ　退職給付引当金  971,438,834  14.5  946,851,992  14.4 24,586,842 102.6%

４　流　動　負　債  793,746,062  11.8  906,605,724  13.7 △ 112,859,662 87.6%

 211,451,631  3.1  352,837,270  5.3 △ 141,385,639 59.9%

 211,451,631  3.1  352,837,270  5.3 △ 141,385,639 59.9%

（２）未　　払　　金  437,426,531  6.5  409,871,501  6.2 27,555,030 106.7%

（３）引　　当　　金  127,937,693  1.9  125,442,225  1.9 2,495,468 102.0%

イ　賞与引当金  127,937,693  1.9  125,442,225  1.9 2,495,468 102.0%

（４）その他流動負債  16,930,207  0.3  18,454,728  0.3 △ 1,524,521 91.7%

５　繰　延　収　益 1,362,058,886 20.3 1,326,997,104 20.1 35,061,782 102.6%

（１）受贈財産評価額長期前受金  3,350,000  0.0  250,000  0.0 3,100,000 1340.0%

（２）国庫補助金長期前受金  14,120,930  0.2  16,847,573  0.3 △ 2,726,643 83.8%

（３）他会計負担金長期前受金  1,344,587,956  20.0  1,309,899,531  19.9 34,688,425 102.6%

負　　　債　　　合　　　計　  4,500,013,438  67.0  4,441,676,107  67.3 58,337,331 101.3%

６　資　　本　　金  468,114,345  7.0  468,114,345  7.1 0 100.0%

７　剰  　余　  金 1,749,899,492  26.0 1,687,206,856  25.6 62,692,636 103.7%

（１）利　益　剰　余　金 1,749,899,492  26.0 1,687,206,856  25.6 62,692,636 103.7%

イ　当年度未処分利益剰余金 1,749,899,492  26.0 1,687,206,856  25.6 62,692,636 103.7%

資　　　本　　　合　　　計　  2,218,013,837 33.0  2,155,321,201 32.7 62,692,636 102.9%

負　　債　　資　　本　　合　　計  6,718,027,275  100.0  6,596,997,308  100.0 121,029,967 101.8%

（注）　構成比の内訳は、少数点以下第２位を四捨五入したものである。

（１）企業債

（１）企業債

負
　
　
債
　
　
及
　
　
び
　
　
資
　
　
本

資
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
産

　　イ　建設改良費等の財源に
　　　  充てるための企業債

　　イ　建設改良費等の財源に
　　　  充てるための企業債

　区　　　　分　
令和５年度 令和４年度 　　前年度対比　　

金　　　額　 構成比 金　　　額　 構成比 増　減　額

 

 

  

　　（（イイ））　　比比較較損損益益計計算算書書 （単位：円・％）

金　　額　 構成比 金　　額　 構成比 増減額　 比率

円 ％ 円 ％ 円 ％

１ 医  業  収  益 1,735,945,569 51.2 1,880,360,752 45.5 △ 144,415,183 92.3%

（１） 入院収益 1,319,421,802 38.9 1,440,133,627 34.8 △ 120,711,825 91.6%

（２） 外来収益 188,105,448 5.5 190,355,552 4.6 △ 2,250,104 98.8%

（３） その他医業収益 228,418,319 6.7 249,871,573 6.0 △ 21,453,254 91.4%

２ 医 業 外 収 益 1,645,011,157 48.5 2,245,404,494 54.3 △ 600,393,337 73.3%

（１） 受取利息配当金 85,870 0.0 40,330 0.0 45,540 212.9%

（２） 他会計補助金 9,600,000 0.3 5,400,000 0.1 4,200,000 177.8%

（３） 補助金 57,911,000 1.7 513,736,000 12.4 △ 455,825,000 11.3%

（４） 負担金交付金 1,274,022,932 37.5 1,387,155,647 33.6 △ 113,132,715 91.8%

（５） 長期前受金戻入 296,074,360 8.7 331,460,974 8.0 △ 35,386,614 89.3%

（６） その他医業外収益 7,316,995 0.2 7,611,543 0.2 △ 294,548 96.1%

３ 特別利益 12,460,568 0.4 7,508,965 0.2 4,951,603 165.9%

（１） その他特別利益 12,460,568 0.4 7,508,965 0.2 4,951,603 165.9%

収　　益　　合　　計 3,393,417,294 100.0 4,133,274,211 100.0 △ 739,856,917 82.1%

１ 医  業  費  用 3,213,130,741 96.5 3,348,501,952 96.2 △ 135,371,211 96.0%

（１） 給与費 1,850,949,779 55.6 1,884,562,942 54.1 △ 33,613,163 98.2%

（２） 材料費 230,931,722 6.9 265,354,337 7.6 △ 34,422,615 87.0%

（３） 経費 799,944,096 24.0 830,050,177 23.8 △ 30,106,081 96.4%

（４） 減価償却費 316,730,078 9.5 355,603,539 10.2 △ 38,873,461 89.1%

（５） 資産減耗費 2,604,791 0.1 2,331,605 0.1 273,186 111.7%

（６） 研究研修費 11,970,275 0.4 10,599,352 0.3 1,370,923 112.9%

２ 医 業 外 費 用 117,593,917 3.5 133,265,041 3.8 △ 15,671,124 88.2%

（１） 支払利息及び企業債取扱諸費 16,755,046 0.5 26,171,085 0.8 △ 9,416,039 64.0%

（２） 長期前払消費税勘定償却 1,288,046 0.0 694,398 0.0 593,648 185.5%

（３） 雑損失 99,550,825 3.0 106,399,558 3.1 △ 6,848,733 93.6%

３ 特 別 損 失 0 0.0 0 0.0 0 0.0%

（１） その他特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0%

費　　用　　合　　計 3,330,724,658 100.0 3,481,766,993 100.0 △ 151,042,335 95.7%

当  年  度  純  利　益 62,692,636 － 651,507,218 － △ 588,814,582 9.6%

前年度繰越利益剰余金 1,687,206,856 － 1,035,699,638 － 651,507,218 162.9%

当年度未処分利益剰余金 1,749,899,492 － 1,687,206,856 － 62,692,636 103.7%

（注）　構成比の内訳は、少数点以下第２位を四捨五入したものである。

　区　　　　　分　
令和５年度 令和４年度 前年度対比

－ 11 －



(2) 令和６年度予算額 

 ア 一般会計                                     (千円) 

歳 

 

入 

項 目 当初予算額 

歳 

 

出 

項 目 当初予算額 

国庫支出金 3,024 自立支援施設費 258,314 

使用料・手数料    89,006 

高次脳機能障害者を社

会全体で支えるシステ

ムの構築事業 

12,862 

財産収入 14,089 
リハビリテーションセンター 

相談費 
21,154 

諸収入 502 
総合リハビリテーションセンター 

更生相談所費 
28,657 

一般財源 214,366               

合 計 320,987 合 計 320,987 

 

 イ 病院事業会計                  （千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※一般会計からの繰入金（2,097,950 千円） 

 

 

区  分 金 額 

収 

益 

的 

収 

支
（ 

３ 

条 
） 

病院事業収益 4,108,522  

  

医業収益 1,904,630 

医業外収益 2,203,892  

  うち負担金交付金※ 1,929,446  

病院事業費用 4,108,522  

  

医業費用 4,060,981  

医業外費用 42,541  

予備費 5,000  

収益的収支差 0  

資 

本 

的 

収 

支
（
４ 

条
） 

資本的収入 244,504  

  
企業債 76,000  

他会計負担金※ 168,504  

資本的支出 295,709  

  
建設改良費 79,057  

企業債償還金 216,652  

資本的収支差 △51,205  

総予算（３条＋４条） 4,404,231  

－ 12 －



 

１０ 部門別の収支概況 
 
(1) 令和４年度・令和５年度の収支額   

 ア 一般会計                                     （千円） 

部 門 

４年度 ５年度 

収 入 
支 出 

(うち人件費) 
収支比率 収 入 

支 出 

(うち人件費) 
収支比率 

施設部門 149,625 
754,451 

(484,139) 
20％ 176,465 

739,593 

(484,142) 
24％ 

相談部門 10,182 
  228,633 

(181,149) 
5％ 9,415 

  233,942 

(186,285) 
4％ 

合 計 159,807 
983,084 

(665,288) 
- 185,880 

973,535 

(670,427) 
- 

 

 

注 ・ 総合リハビリテーションセンターの施設部門及び相談部門の予算・決算は一般会計で行っており、

常勤職員の人件費が含まれていない。このため、人件費の推計額を含めて部門別に区分した試算値で

ある。 

  ・ 総合リハビリテーションセンター費予算以外の予算事業の執行額を含む。 

  ・ 収入は現年度の調定額である。 

(2) 令和６年度予算額 

 ア 一般会計                                     (千円) 

歳 

 

入 

項 目 当初予算額 

歳 

 

出 

項 目 当初予算額 

国庫支出金 3,024 自立支援施設費 258,314 

使用料・手数料    89,006 

高次脳機能障害者を社

会全体で支えるシステ

ムの構築事業 

12,862 

財産収入 14,089 
リハビリテーションセンター 

相談費 
21,154 

諸収入 502 
総合リハビリテーションセンター 

更生相談所費 
28,657 

一般財源 214,366               

合 計 320,987 合 計 320,987 

 

 イ 病院事業会計                  （千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※一般会計からの繰入金（2,097,950 千円） 

 

 

区  分 金 額 

収 

益 

的 

収 

支
（ 

３ 

条 

） 

病院事業収益 4,108,522  

  

医業収益 1,904,630 

医業外収益 2,203,892  

  うち負担金交付金※ 1,929,446  

病院事業費用 4,108,522  

  

医業費用 4,060,981  

医業外費用 42,541  

予備費 5,000  

収益的収支差 0  

資 

本 

的 

収 

支
（
４ 

条
） 

資本的収入 244,504  

  
企業債 76,000  

他会計負担金※ 168,504  

資本的支出 295,709  

  
建設改良費 79,057  

企業債償還金 216,652  

資本的収支差 △51,205  

総予算（３条＋４条） 4,404,231  
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１１ 委員会・会議の設置状況 
 

(1) 委員会の設置状況 

 

 
 

委員の互選
により定め
られた者

センター長、病院長、事務局長、福祉局長、感染管理
医師、感染管理看護師、衛生管理者、検査科、薬剤
科、リハビリテーション部、看護部、支援部、歯科診
療部、相談部、管理･業務部、手術室、健康支援担
当、健康増進担当の代表者

医療局長、診療部副部長、歯科診療部長、歯科診療副
部長、各診療科医師、看護部長、リハビリテーション
部技師長、検査科長、栄養科長、放射線科長、臨床心
理科担当課長、医療相談科担当課長、薬剤科長、医事
担当課長

医療局長

医療事故調査委員
会

センターにおいて発生した重大医療事故の調査・事実
の把握を行い、その結果を科学的に分析することで、
原因を探索し、対策を立てることによって、医療安全
の推進及び医療の質向上を図る。

安全対策・
医療事故分
析の有識者
である外部
委員

保険委員会
保険診療に係る諸問題の協議及び適正な診療報酬の確
保を図る。

医療局長

医療局長、各診療科医師、管理・業務部長、看護部副
部長、看護師長、診療部各科職員、医事担当職員

センター長、副センター長兼病院長、各局長、管理・
業務部長、支援部長、診療部長、歯科診療部長、看護
部長、リハビリテーション部技師長、職員・企画担当
課長、健康増進担当部長、医療安全管理推進室長、医
療安全管理者

年4回

随時

随時

随時

センター長、各局長、各部長、診療部副部長、健康増
進担当部長、リハビリテーション部技師長

随時

随時

事務局長、管理・業務部長、支援部長、看護部長、職
員・企画担当課長、事務局長が指定した者

各部から推薦された者

年3回

管理・業務部長、各部の長に選任された者

事務局長、福祉局長、管理・業務部長、支援部長、医
療安全管理推進室長、サービス調整担当課長、自立訓
練担当副技師長、就労移行支援担当課長、健康支援担
当師長、栄養担当副技師長、健康増進担当部長、職
員・企画担当課長、その他センター長が必要と認める
職員

月1回

随時

センター長、衛生管理者、健康管理医、職員の過半数
を代表する者の推薦に基づき所属長が指名する者

安全対策・医療事故分析の有識者である外部委員、当
該医療事故の専門医である外部委員、法律家である外
部委員、その他当該医療事故の調査に必要と考えられ
る外部委員、医療局長、医療安全管理推進室長、医療
安全管理者、医療安全管理推進室看護部委員、安全委
員会事務局委員、その他委員長が指定した者

月1回

随時

随時

随時

2

職員・企画

7

9

10

5

職員・企画

8 職員・企画

総務

職員・企画

ボランティア推進
委員会

11

病院感染防止対策
委員会

衛生委員会

14

12

実習生受入検討委
員会

6

職員・企画

医事

職員・企画

13 職員・企画

16

15 医事

医事

構成メンバー
記録の
保  管

経営改善対策委員
会

個人情報保護委員
会

開催数

ホームページ運営
委員会

管理・業務部長、各部の長に選任された者

委員長

図書室の運営方法、備品図書の購入等について協議す
る。

事務局長

総務

センターにおいて障害者等のリハビリテーションに関
する実習を希望する実習生の受入諾否を検討する。

各部長、実習生受入セクションの長事務局長

センターの経営改善について調査、分析、検討を行
い、経営健全化を図る。

保有個人情報の管理に万全を期し、センターの適切か
つ円滑な運営を図りつつ、センター利用者の権利利益
を保護する。

職員・企画

職員・企画

1

4

随時

年4回

随時各局長、各部長、健康増進担当部長

No 目的

3

各部の長に選任された者

職員・企画

センター長
の指名する
者

センターだより編
集委員会

医療局長
利用者の処遇、訓練、医療及び医学研究等が倫理に照
らして適正かどうかを審査し、センター利用者の人権
及び生命の擁護を図る。

ボランティアの受入に関し、センター長の方針決定に
資する。

センター広報誌の企画に際して、意見を広く集約し誌
面に反映させる。

ホームページの運営管理について必要な事項を定め
る。

管理・業務
部長

倫理委員会

事務局長

管理・業務
部長

センター長

名称

図書室運営委員会

研修事業等検討委
員会

職員・企画

センターが行う研修事業の企画、立案を行う。

副センター長、病院長、各局長、各部長、リハビリ
テーション部技師長、職員・企画担当課長、学識経験
者

事務局長

職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進
を図るための基本的対策について調査審議する。

主として病院部門における感染性微生物や細菌による
患者及び職員への感染を防止し、衛生管理の万全を期
する。

センター全体に係る安全管理の体制を確保し、その推
進を図る。

病歴の適正な管理、運用を図る。

安全委員会

病歴委員会

センター長

センター長

病院長

施設事故調査委員
会

センターにおいて発生した重大施設事故について、調
査及び事実の把握を行い、その原因を分析し、再発防
止対策に資する。
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21

センターにおける手術・麻酔を安全かつ効率的に運営
するために必要な事項の検討を行う。

麻酔科医長
麻酔科医長、整形外科医師、脳外科医師、歯科医師、
手術室看護師長、手術室看護師、第一病棟看護師長

月1回

31

32

34 栄養委員会栄養

サービス
調整

クリニカルパス委
員会

指定障害者支援施
設虐待防止等委員
会

リハビリ
テーション

部

リハビリテーショ
ン部運営委員会

看護部36 医療局長

医療局長

センターにおいて、国、県及びそれに準じる機関以外
のものから委託を受けて行う研究の取扱いについて必
要な事項を定める。

年2回

医療局長

センター病院部門のクリニカルパス導入の推進を図
る。

医療局長、医局代表、看護部代表、病棟・手術室看護
師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

37 看護部 手術室運営委員会

30

29

28

35

賃貸業者選定委員
会

25

33 薬剤
受託研究
審査委員会

27

薬事委員会薬剤

障害認定
障害程度審査委員
会

診療材料等検討委
員会

管財・用度

事務局長

センター長

医療局長

診療運営委員会

医療局長

医療の質、接遇を含めた患者サービス及び院内環境の
向上を図る。

医療局長

医療局長

標準的な診断及び治療方法について院内の周知を徹底
し、適切なコーディングを行う体制を確保する。

医療局長

目的

情報システムの適正な運用を図る。

17 医事 月1回

開催数

医療局長、診療部副部長、整形外科医長、循環器内科
医長、看護部長、看護部副部長、リハビリテーション
部技師長、薬剤科長、放射線科長、検査科長、臨床心
理科長、管理・業務部長、医事担当課長

各局長、管理・業務部長、相談部長、支援部長、歯科
診療部長、リハビリテーション部技師長、看護部長、
管財・用度担当職員

医事

１００万円以上の備品の購入時に必要な事項（銘柄の
選定など）を審議する。

26

24

管財・用度

23

備品選定委員会

管財・用度

管財・用度

センターが執行する１００万円以上の業務の契約に当
たり、適正な業者等の選定を行う。

20

19

22

医事
情報システム委員
会

No
記録の
保  管

18

管財・用度

医療局長、管理・業務部長、歯科診療部長、リハビリ
テーション部技師長、看護部長

月1回

随時

専任医師、専任看護師、各セクション看護師、薬剤
師、管理栄養士、医事担当職員、理学療法士、作業療
法士、放射線技師

リハビリテーション部の運営の適正かつ円滑な推進を
図る。

随時

構成メンバー

事務局長

随時

医療局長、病院長の指定する者（医師4名、看護師2
名、薬剤師1名、臨床検査技師1名、放射線技師1名、
管理・業務部職員3名）

各科専門医

随時

委員長

医療局長

年1回

随時

随時
センター指定障害者支援施設における利用者への虐待
の防止と人権の擁護に努める。

月2回

随時

年4回

センターの栄養業務の円滑かつ効率的な運営を図る。

センター長

随時

随時

随時
事務局長、管理・業務部長、総務担当課長、医事担当
課長、職員・企画担当課長、管財・用度担当課長

医療局長、歯科診療部長、薬剤科長、手術室担当師
長、管理・業務部長、管財・用度担当職員

診療部医長、支援部長、生活支援担当課長、病棟看護
師長、栄養科長（栄養担当副技師長）、管理栄養士

リハビリテーション部技師長、リハビリテーション部
役付職員、医事担当課長、医療相談科長、看護部副部
長

医療局長、病院長の指定する者（医師5名、看護師1
名、管理・業務部2名、薬剤師1名）

随時

事務局長

月1回診療部医長

随時

医療局長、病院長の指定する者（医師5名、看護師1
名、管理・業務部2名、薬剤師1名）

年4回

センター長、副センター長、事務局長、福祉局長、管
理・業務部長、相談部長、支援部長、歯科診療部長、
リハビリテーション部技師長、看護部長

リハビリ
テーション
部技師長

福祉局長

事務局長、管理・業務部長、総務担当課長、職員・企
画担当課長、医事担当課長、管財・用度担当課長

福祉局長、支援部長、虐待防止等担当者、その他福祉
局長が指名する者

医事 質向上委員会

名称

センターから排出される医療廃棄物の適正な管理及び
処理に関し必要に応じて審議する。

事務局長、管理・業務部長、総務担当課長、職員・企
画担当課長、医事担当課長、管財・用度担当課長

専任医師

医療局長、歯科診療部長、各診療部副部長、歯科診療
部副部長、看護部長、各医長・医員、薬剤科長、診療
記録管理者、医事担当課長

管財・用度

管財・用度 センターの防災対策等に関することを調査審議する。

各局長、各部長、総務担当課長、管財・用度担当課長

事務局長

事務局長

医事
センターに入院している患者、施設に入所している入
所者及び通院している患者を対象に褥瘡の予防と褥瘡
発生時の早期治療を目指した褥瘡対策を図る。

管財・用度

コーディング委員
会

医療廃棄物委員会

契約業者等選定委
員会

医療ガス設備の管理及び安全確保を図る。

機器等の賃借契約の方法及び業者選定について必要事
項を審議する。

医療ガス安全管理
委員会

センターが使用する医薬品等、院内製剤及び未承認薬
等の適正な取扱いを図る。

業務委託等の契約業務が適正に執行されるよう審議す
る。

業務委託等検討委
員会

防災対策委員会

センターが使用する診療材料等の適正な取扱い及び新
規診療材料等の購入決定について審議する。

身体障害者手帳の障害程度の認定にあたり、専門医に
よる医学的審査を経て適正な認定を行う。

医療局長、歯科診療部長、診療部副部長、各病棟医
長、外来医長、看護部長、看護部副部長、各看護師
長、薬剤科長、検査科長、臨床心理科長、放射線科
長、リハビリテーション部技師長、理学療法科長、作
業療法科長、言語聴覚科長、栄養科長、管理・業務部
長、医事担当課長

入院診療等に関する運営状況の分析・検討及び連絡・
調整を行う。

褥瘡対策委員会
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委員の互選
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センター長、病院長、事務局長、福祉局長、感染管理
医師、感染管理看護師、衛生管理者、検査科、薬剤
科、リハビリテーション部、看護部、支援部、歯科診
療部、相談部、管理･業務部、手術室、健康支援担
当、健康増進担当の代表者

医療局長、診療部副部長、歯科診療部長、歯科診療副
部長、各診療科医師、看護部長、リハビリテーション
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担当課長

医療局長

医療事故調査委員
会

センターにおいて発生した重大医療事故の調査・事実
の把握を行い、その結果を科学的に分析することで、
原因を探索し、対策を立てることによって、医療安全
の推進及び医療の質向上を図る。

安全対策・
医療事故分
析の有識者
である外部
委員

保険委員会
保険診療に係る諸問題の協議及び適正な診療報酬の確
保を図る。

医療局長

医療局長、各診療科医師、管理・業務部長、看護部副
部長、看護師長、診療部各科職員、医事担当職員

センター長、副センター長兼病院長、各局長、管理・
業務部長、支援部長、診療部長、歯科診療部長、看護
部長、リハビリテーション部技師長、職員・企画担当
課長、健康増進担当部長、医療安全管理推進室長、医
療安全管理者

年4回

随時

随時

随時

センター長、各局長、各部長、診療部副部長、健康増
進担当部長、リハビリテーション部技師長

随時

随時

事務局長、管理・業務部長、支援部長、看護部長、職
員・企画担当課長、事務局長が指定した者

各部から推薦された者

年3回

管理・業務部長、各部の長に選任された者

事務局長、福祉局長、管理・業務部長、支援部長、医
療安全管理推進室長、サービス調整担当課長、自立訓
練担当副技師長、就労移行支援担当課長、健康支援担
当師長、栄養担当副技師長、健康増進担当部長、職
員・企画担当課長、その他センター長が必要と認める
職員

月1回

随時

センター長、衛生管理者、健康管理医、職員の過半数
を代表する者の推薦に基づき所属長が指名する者

安全対策・医療事故分析の有識者である外部委員、当
該医療事故の専門医である外部委員、法律家である外
部委員、その他当該医療事故の調査に必要と考えられ
る外部委員、医療局長、医療安全管理推進室長、医療
安全管理者、医療安全管理推進室看護部委員、安全委
員会事務局委員、その他委員長が指定した者

月1回

随時

随時

随時

2

職員・企画

7

9

10

5

職員・企画

8 職員・企画

総務

職員・企画

ボランティア推進
委員会

11

病院感染防止対策
委員会

衛生委員会

14

12

実習生受入検討委
員会

6

職員・企画

医事

職員・企画

13 職員・企画

16

15 医事

医事

構成メンバー
記録の
保  管

経営改善対策委員
会

個人情報保護委員
会

開催数

ホームページ運営
委員会

管理・業務部長、各部の長に選任された者

委員長

図書室の運営方法、備品図書の購入等について協議す
る。

事務局長

総務

センターにおいて障害者等のリハビリテーションに関
する実習を希望する実習生の受入諾否を検討する。

各部長、実習生受入セクションの長事務局長

センターの経営改善について調査、分析、検討を行
い、経営健全化を図る。

保有個人情報の管理に万全を期し、センターの適切か
つ円滑な運営を図りつつ、センター利用者の権利利益
を保護する。

職員・企画

職員・企画

1

4

随時

年4回

随時各局長、各部長、健康増進担当部長

No 目的

3

各部の長に選任された者

職員・企画

センター長
の指名する
者

センターだより編
集委員会

医療局長
利用者の処遇、訓練、医療及び医学研究等が倫理に照
らして適正かどうかを審査し、センター利用者の人権
及び生命の擁護を図る。

ボランティアの受入に関し、センター長の方針決定に
資する。

センター広報誌の企画に際して、意見を広く集約し誌
面に反映させる。

ホームページの運営管理について必要な事項を定め
る。

管理・業務
部長

倫理委員会

事務局長

管理・業務
部長

センター長

名称

図書室運営委員会

研修事業等検討委
員会

職員・企画

センターが行う研修事業の企画、立案を行う。

副センター長、病院長、各局長、各部長、リハビリ
テーション部技師長、職員・企画担当課長、学識経験
者

事務局長

職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進
を図るための基本的対策について調査審議する。

主として病院部門における感染性微生物や細菌による
患者及び職員への感染を防止し、衛生管理の万全を期
する。

センター全体に係る安全管理の体制を確保し、その推
進を図る。

病歴の適正な管理、運用を図る。

安全委員会

病歴委員会

センター長

センター長

病院長

施設事故調査委員
会

センターにおいて発生した重大施設事故について、調
査及び事実の把握を行い、その原因を分析し、再発防
止対策に資する。
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(2) 会議の設置状況 

 

 

No
記録の
保  管

名称 目的 構成メンバー

医療安全管理推進室長、医療安全管理責任者、安全推進員（医局、
歯科、薬剤科、検査科、放射線科、栄養科、リハビリテーション
部）、看護部医療安全感染対策委員会委員長、医事担当

週1回10 医事
医療安全管理推進
室

医療安全管理推進のための企画・提案・計画、事例の分
析検討、対策立案及びそれらの評価を行う。

8 医事 医療局会議
医療局における具体的方針の指示、伝達、所掌業務推進
上の改善意見の具申、その他必要事項を検討する。

医療局長、診療部副部長、歯科診療部長、看護部長、看護部副部
長、各看護師長・副師長、リハビリテーション部技師長、各医長・
医員、各診療科の長、管理・業務部長、医事担当課長

月1回

7 職員・企画
センターまつり本
部事務局

センターまつり全体の企画、運営案を作成するととも
に、当日の本部機能を担う。

全職員 年4回

随時

開催数

2 職員・企画 連絡協議会
地域医療機関との密接な連携を図り、地域医療の充実に
資する。

埼玉県上尾市医師会の推薦する地域医療機関の医師、センター長、
副センター長、事務局長、福祉局長、管理・業務部長

年1回

1 職員・企画 運営協議会
センターの運営について協議するとともに、関係機関と
の密接な連携を図り、センターの適切な運営に資する。

学識経験者、埼玉県医師会推薦者、埼玉県歯科医師会推薦者 年1回

月1回

5 職員・企画
緊急時対応対策部
会

センターの緊急及び救急対応の整備を図るため、部会を
設置する。

6 職員・企画
暴力・ハラスメン
ト防止・対応部会

センターにおける暴力やハラスメントの防止や発生時に
おける対応のため、部会を設置する。

事務局長、管理・業務部長、支援部長、医療安全管理推進室長、リ
ハビリテーション部技師長、看護部長、職員・企画担当課長、その
他部会長が指定する者

医療安全管理推進
部会

病院部門の医療安全管理に関する承認・議決を行う。
医療局長、医療安全管理推進室長、診療部副部長、歯科診療部長、
リハビリテーション部技師長、看護部長、医療安全管理責任者、医
薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医事担当

3 職員・企画 運営管理会議
センター運営の具体的事項を審議し、センター長の運営
方針決定に資する。

センター長、事務局長、福祉局長、管理・業務部長、相談部長、支
援部長、診療部副部長、歯科診療部長、リハビリテーション部技師
長、看護部長、医療安全管理幹

月1回

随時

年4回

4 職員・企画 職員連絡会議
センター長からのセンター運営にかかる具体的方針の指
示、伝達、所掌業務推進上の改善意見の具申、その他必
要事項を検討する。

12 身体障害
更生相談判定会議
（身体障害）

市町村長がセンター長に求めた身体障害者の更生相談の
判定に関し審議する。

センター長、診療部医長、福祉局長、相談部長、関係スタッフ

医療安全管理推進室長、医師(1名)、看護師(支援部1名、看護部2
名)、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のうちいずれか1名、事
務(1名)、その他部会長が指定する者、薬剤師(1名・特務委員)、必
要な部門の安全推進員(臨時委員)

11 管財・用度
医療機器安全管理
対策部会

医療機器の安全管理について、必要に応じて検討を行
う。

医療機器安全管理責任者、医療安全管理者、安全推進員（医局）、
安全推進員（歯科）、安全推進員（薬剤科）、安全推進員（検査
科）、安全推進員（放射線科）、安全推進員（栄養科）、安全推進
員または技師長（リハビリテーション部から１名）、安全推進員
（看護部から１名）、事務局担当者（管財・用度担当）

随時

事務局長、管理・業務部5名、相談部2名、支援部3名

随時

随時

9 医事

13 身体障害 特例補装具審査会
特例補装具費の支給の必要性等について、専門的、技術
的検討を加え、適正な判定を行う。

センター長、診療部医長、福祉局長、相談部長、関係スタッフ、県
障害者福祉推進課職員、市町村代表

16
サービス
調整

高次脳機能障害者
支援センター運営
会議

高次脳機能障害者支援センターの支援方針の検討、各セ
クション間の連絡調整、その他支援実施について必要な
事項の検討を行う。

支援センター長、事務局長、福祉局長、医療局長、支援部長、サー
ビス調整担当・生活支援担当・自立訓練担当・就労移行支援担当・
健康増進担当・医療相談科・臨床心理科・理学療法科・作業療法
科・言語聴覚科・看護部の各担当から選出された者

15 知的障害
更生相談判定会議
（知的障害）

市町村長がセンター長に求めた知的障害者の医学的、心
理学的及び職能的判定に関し審議する。（主に、療育手
帳の判定に関するもの）

センター長、福祉局長、相談部長、身体障害担当部長、知的障害・
心理判定担当部長、身体障害担当課長、知的障害担当課長、身体障
害福祉司、知的障害福祉司、医師、心理判定員、理学療法士、作業
療法士、義肢装具士、言語聴覚士、視能訓練士、保健師及び看護師
のうち福祉局長が指定した者

14 知的障害
知的障害者関係指
定障害者支援施設
等入所調整会議

知的障害者を主な利用対象としている指定障害者支援施
設等の入所に係る市町村間の調整を実施することによっ
て、その利用が公平かつ公正に行われることを目的とす
る。

センター長、福祉局長、相談部長、さいたま市障害者更生相談セン
ター職員、児童相談所職員、市町村の知的障害福祉担当者、知的障
害者更生施設代表、知的障害者の保護者代表

年1回

随時

随時

18
サービス
調整

施設運営会議 センターの障害者支援施設の円滑な運営を図る。 福祉局長、支援部長、支援部各担当の長 月1回

17
サービス
調整

利用調整会議
センターの障害者支援施設の利用の適否について審議す
る。

福祉局長、支援部長、サービス調整担当・生活支援担当・自立訓練
担当・就労移行支援担当・健康支援担当の担当課長、福祉局長が指
定した者

適宜
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週1回

20 健康支援
施設安全管理推進
部会

施設におけるインシデント及びアクシデントレポートに
ついての調査、分析、検討を行い、対策を講じ事故防止
を図る。

福祉局長、支援部長、支援部各担当の担当課長、栄養部技師長、健
康支援担当看護師長、健康増進担当課長

月1回

19
サービス
調整

個別支援計画会議
センターの障害者支援施設の利用者（入所又は通所者）
の個別支援計画を作成する。

サービス調整担当・自立支援担当・就労支援担当・生活支援担当・
健康支援担当・栄養担当及び健康増進担当の担当者

各利用者
につき3
月毎

21 医療相談
入院・患者サポー
ト等調整会議

入院予約者の適否を検討し、病棟入院患者の決定を適正
に行う。要望・苦情等についてカンファレンスを行う。

センター長、副センター長、医療局長、診療部長、歯科診療部長、
看護部長、リハビリテーション部技師長、医療相談科長、各病棟・
外来看護師長、薬剤科長、栄養科技師長、職員担当課長、医事担当
課長

22 栄養
栄養サポートチー
ム（NST）

多職種が連携して患者個々の栄養アセスメントや適正な
栄養療法の提言を行い、栄養状態の改善及び治療効果の
向上を図る。

病院長、医師、歯科医師、各病棟看護師、管理栄養士、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、臨床検査技師

週1回

24 看護部 看護管理会議

看護部の方針、部門目標、看護業務遂行に関する事項
（教育・業務・研究）の意思決定、センターの決定事項
の伝達・報告、部内運営にかかわる具体的指示・伝達を
行う。

看護部長、看護部副部長、看護師長、担当課長 月2回

23 看護部
指示・指示受け検
討会

医師の指示が正確に伝達・実施されるために、指示出
し・指示受け業務について検討を行い、必要に応じ関連
部署との調整を行う。

医療局長、診療部長、整形外科医師、看護部長、各病棟業務担当主
任

随時

 

(2) 会議の設置状況 

 

 

No
記録の
保  管

名称 目的 構成メンバー

医療安全管理推進室長、医療安全管理責任者、安全推進員（医局、
歯科、薬剤科、検査科、放射線科、栄養科、リハビリテーション
部）、看護部医療安全感染対策委員会委員長、医事担当

週1回10 医事
医療安全管理推進
室

医療安全管理推進のための企画・提案・計画、事例の分
析検討、対策立案及びそれらの評価を行う。

8 医事 医療局会議
医療局における具体的方針の指示、伝達、所掌業務推進
上の改善意見の具申、その他必要事項を検討する。

医療局長、診療部副部長、歯科診療部長、看護部長、看護部副部
長、各看護師長・副師長、リハビリテーション部技師長、各医長・
医員、各診療科の長、管理・業務部長、医事担当課長

月1回

7 職員・企画
センターまつり本
部事務局

センターまつり全体の企画、運営案を作成するととも
に、当日の本部機能を担う。

全職員 年4回

随時

開催数

2 職員・企画 連絡協議会
地域医療機関との密接な連携を図り、地域医療の充実に
資する。

埼玉県上尾市医師会の推薦する地域医療機関の医師、センター長、
副センター長、事務局長、福祉局長、管理・業務部長

年1回

1 職員・企画 運営協議会
センターの運営について協議するとともに、関係機関と
の密接な連携を図り、センターの適切な運営に資する。

学識経験者、埼玉県医師会推薦者、埼玉県歯科医師会推薦者 年1回

月1回

5 職員・企画
緊急時対応対策部
会

センターの緊急及び救急対応の整備を図るため、部会を
設置する。

6 職員・企画
暴力・ハラスメン
ト防止・対応部会

センターにおける暴力やハラスメントの防止や発生時に
おける対応のため、部会を設置する。

事務局長、管理・業務部長、支援部長、医療安全管理推進室長、リ
ハビリテーション部技師長、看護部長、職員・企画担当課長、その
他部会長が指定する者

医療安全管理推進
部会

病院部門の医療安全管理に関する承認・議決を行う。
医療局長、医療安全管理推進室長、診療部副部長、歯科診療部長、
リハビリテーション部技師長、看護部長、医療安全管理責任者、医
薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医事担当

3 職員・企画 運営管理会議
センター運営の具体的事項を審議し、センター長の運営
方針決定に資する。

センター長、事務局長、福祉局長、管理・業務部長、相談部長、支
援部長、診療部副部長、歯科診療部長、リハビリテーション部技師
長、看護部長、医療安全管理幹

月1回

随時

年4回

4 職員・企画 職員連絡会議
センター長からのセンター運営にかかる具体的方針の指
示、伝達、所掌業務推進上の改善意見の具申、その他必
要事項を検討する。

12 身体障害
更生相談判定会議
（身体障害）

市町村長がセンター長に求めた身体障害者の更生相談の
判定に関し審議する。

センター長、診療部医長、福祉局長、相談部長、関係スタッフ

医療安全管理推進室長、医師(1名)、看護師(支援部1名、看護部2
名)、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のうちいずれか1名、事
務(1名)、その他部会長が指定する者、薬剤師(1名・特務委員)、必
要な部門の安全推進員(臨時委員)

11 管財・用度
医療機器安全管理
対策部会

医療機器の安全管理について、必要に応じて検討を行
う。

医療機器安全管理責任者、医療安全管理者、安全推進員（医局）、
安全推進員（歯科）、安全推進員（薬剤科）、安全推進員（検査
科）、安全推進員（放射線科）、安全推進員（栄養科）、安全推進
員または技師長（リハビリテーション部から１名）、安全推進員
（看護部から１名）、事務局担当者（管財・用度担当）

随時

事務局長、管理・業務部5名、相談部2名、支援部3名

随時

随時

9 医事

13 身体障害 特例補装具審査会
特例補装具費の支給の必要性等について、専門的、技術
的検討を加え、適正な判定を行う。

センター長、診療部医長、福祉局長、相談部長、関係スタッフ、県
障害者福祉推進課職員、市町村代表

16
サービス
調整

高次脳機能障害者
支援センター運営
会議

高次脳機能障害者支援センターの支援方針の検討、各セ
クション間の連絡調整、その他支援実施について必要な
事項の検討を行う。

支援センター長、事務局長、福祉局長、医療局長、支援部長、サー
ビス調整担当・生活支援担当・自立訓練担当・就労移行支援担当・
健康増進担当・医療相談科・臨床心理科・理学療法科・作業療法
科・言語聴覚科・看護部の各担当から選出された者

15 知的障害
更生相談判定会議
（知的障害）

市町村長がセンター長に求めた知的障害者の医学的、心
理学的及び職能的判定に関し審議する。（主に、療育手
帳の判定に関するもの）

センター長、福祉局長、相談部長、身体障害担当部長、知的障害・
心理判定担当部長、身体障害担当課長、知的障害担当課長、身体障
害福祉司、知的障害福祉司、医師、心理判定員、理学療法士、作業
療法士、義肢装具士、言語聴覚士、視能訓練士、保健師及び看護師
のうち福祉局長が指定した者

14 知的障害
知的障害者関係指
定障害者支援施設
等入所調整会議

知的障害者を主な利用対象としている指定障害者支援施
設等の入所に係る市町村間の調整を実施することによっ
て、その利用が公平かつ公正に行われることを目的とす
る。

センター長、福祉局長、相談部長、さいたま市障害者更生相談セン
ター職員、児童相談所職員、市町村の知的障害福祉担当者、知的障
害者更生施設代表、知的障害者の保護者代表

年1回

随時

随時

18
サービス
調整

施設運営会議 センターの障害者支援施設の円滑な運営を図る。 福祉局長、支援部長、支援部各担当の長 月1回

17
サービス
調整

利用調整会議
センターの障害者支援施設の利用の適否について審議す
る。

福祉局長、支援部長、サービス調整担当・生活支援担当・自立訓練
担当・就労移行支援担当・健康支援担当の担当課長、福祉局長が指
定した者

適宜
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１２ 図書室 
 

(1) 概要 

     業務の支援及び職員の資質の向上を目的としている。                                         
     利用対象者は、センターの職員で、辞書類と雑誌を除くすべての図書の貸出をしている。         
                                                                                                 
(2) 施設                                                                                     

     面積 115.7 ㎡        閲覧席 16 席 
 
(3) 蔵書数 

    種別 

年度 

単行書 製本雑誌 

和書 洋書 和書 洋書 

令和元年度    3,906 冊     500 冊    1,934 冊    1,892 冊 

令和２年度    3,913 冊     500 冊    1,820 冊    1,856 冊 

令和３年度    3,960 冊     500 冊    1,721 冊    1,860 冊 

令和４年度       4,025 冊         500 冊    1,640 冊       1,864 冊 

令和５年度       4,071 冊         500 冊       1,643 冊       1,868 冊 

   受入雑誌数 67 種（和雑誌 48 種・洋雑誌 19種） 

 

(4) 図書貸出数 

年度 冊数 

令和元年度     118 冊 

令和２年度      94 冊 

令和３年度      98 冊 

令和４年度         106 冊 

令和５年度         111 冊 

 

(5) 文献相互貸借数 

年度 外部に依頼 外部から依頼 

令和元年度     184 件     154 件 

令和２年度     214 件      92 件 

令和３年度     155 件     118 件 

令和４年度         161 件          74 件 

令和５年度     101 件          48 件 

   (注)文献相互貸借は、平成６年７月より行っている。 

 

(6) 契約データベース 

  用 途    データベース名 

文献検索ツール 医中誌 Web, 最新看護索引 Web 

電子ジャーナル メディカルオンライン 
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